
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松戸市 街づくり部 都市計画課 

都市計画法第５３条第１項 

許可申請の手引き 



都市計画法第５３条許可申請について 

都市計画施設の区域内、又は市街地開発事業の施行区域内において建築物を建築する場合、    

都市計画法第５３条第１項の規定により、建築の許可を受ける必要があります。 

都市計画として決定された計画（都市計画施設、市街地開発事業）について、               

将来の事業の円滑な施行を確保するため、建築物の建築を制限するものです。 

※ 都市計画施設 ： 都市計画道路、都市計画公園等 

市街地開発事業 ： 土地区画整理事業等 

 

１．都市計画法第５３条第１項の許可申請が必要な場合  

 

  許可基準  （同法第５４条による） 

・階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。 

・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。 

※容易に移転または除却ができるものである必要があります。 

 

 

○建築物が都市計画施設又は市街地開発事業の施行区域内に建築する場合 

   

 

 

 

 

 

 

 

○建築物が都市計画施設又は市街地開発事業の施行区域内にかかる場合 
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２．都市計画法第５３条第１項の許可申請が不要な場合 

 

 

 

 

 

 

都市計画施設等の区域の境界から離して建築物を配置する場合には、許可申請は不要です。 

建築物の一部（軒先、パラペット、出窓、庇、基礎等）についても同様の考え方となります。 

 

【注意事項】 

・ 個別の建築物が都市計画施設等にかかるかどうかは、市が提供する資料等を元に、お手元の測量

図等と照らし合わせてご判断いただくようお願いします。 

・ 都市計画課において提供できる資料等は、縮尺１／２，５００の都市計画概要図、都市計画道路に 

かかる縮尺１／５００の詳細図及び座標値になります。 

・ コピーが必要な方は、コピー代を実費にてご負担ください。 

・ 計画の進捗状況により詳細図及び座標値がない箇所もございます。 

・ 提供図面からの読み取り誤差によるずれが生じることを考慮して、極力計画線より離して建築いただ

くことを推奨します。 

・ 都市計画公園、区画整理等のその他都市計画施設等の区域については、それぞれ事業を担当する

部署にご確認いただくようお願いいたします。 

 

 

 

建築物 

敷地 
都市計画施設 

市街地開発事業の施行区域 

 

出窓 

パラペット 

 

 

 

 

庇 



３.申請の流れ 

建築確認申請の前に許可を受ける必要があります。 

 （建築基準関係規定に、都市計画法第５３条第１項が含まれているため。 

  建築基準法第６条第１項、建築基準法施行令第９条第１項第１２号より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※他市の都市計画施設の区域内の場合、申請内容について該当市に確認を取るため、許可書の 

 交付まで１ヶ月間程かかることがありますのでご了承ください。 

都市計画施設の区域、市街地開発事業の施行区域の確認 

５３条許可申請 

許可書の交付 

建築確認申請（許可書を添付） 

不許可 許可 

審査 

申請から許可書の交付までの期間 

･･･１０日程度 

（書類に不備、誤記等が無い場合） 



４.申請に必要な書類 

 提出部数：正１通、副１通 

  必要書類 縮尺 備考 

① 許可申請書  押印は不要です。 

② 委任状  代理人による申請の場合に必要です。 

委任状には押印が必要です。 

③ 位置図  申請地が明確に判断できる地図 

※１／２，５００地形図推奨 

④ 配置図 １／５００以上 図面に都市計画施設等の区域及び名称を記入して下さい。 

⑤ 平面図 １／２００以上 各階 

※求積図記載の寸法がすべてわかるよう記載してください。 

⑥ 断面図 １／２００以上 ２面以上（Ｘ、Ｙ方向） 

※小屋裏収納（ロフト等）がある場合、２面ともこの部分を含

むようにして下さい。 

※小屋裏収納がない場合は、「小屋裏収納なし」と記入してく

ださい。 

※基礎ぐいについて詳細を記入してください。 

⑦ 立面図 １／２００以上 ２面以上 

⑧ 求積図  敷地面積、建築面積、延べ面積。 

※建築面積及び延べ面積の記載の寸法については、 

すべて平面図から確認できるようにしてください。 

※受付は、都市計画課の窓口のみでの取り扱いになります（郵送での受付は可能です）。 

原則、すべての添付書類が不備なく整った状態でのみ、受付します。 

 

５．取り下げ届、取り止め届について 

●取り下げ届が必要な場合・・・審査中（許可書を交付する前）に計画が中止となった場合 

●取り止め届が必要な場合・・・許可書を交付した後に計画が中止※となった場合（原本還付が必要） 

※許可書交付後に、計画の変更が生じた場合、取り止め届と再度許可申請が必要になります。 

（特に敷地面積、建築面積及び延べ面積について、建築確認申請内容と数値が異なる場合） 

建築確認の事前相談等を行い、数値等においては変更が無いことを確認してから許可申請を 

していただくことをお勧めしております。 

許可書交付後の図面の差し替え、訂正等はお受けできませんのでご了承ください。 



６．申請書の書き方 

 

許 可 申 請 書 

 

  令和○○年  ○月  ○○日   

 

（あて先）松戸市長  

 

住 所  松戸市根本３８７－５       
申請者 

氏 名  松戸 太郎           

 

都市計画法第５３条第１項の許可を受けたいので、下記により申請します。 

 

記 

 

１．建築物の敷地の所在及び地番   松戸市 西馬橋○丁目○○番○       
 

２．建 築 物 の 構 造 及 び 階 数   構 造    木  造 ・ 階 数  ２ 階 
 
３．新築・増築・改築又は移転の別   新 築 ・ 増 築 ・ 改 築 ・ 移 転  

 

４．敷地面積・建築面積及び延べ面積   敷 地 面 積         １２４．５３  ㎡ 
（           ） 

     建 築 面 積        ５５．７７   ㎡ 
（           ）   

延 べ 面 積        １２０．５６  ㎡ 
（           ） 

 
 （備 考） １）申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏

名を記載すること。 
       ２）上記増築については、増築面積の他（増築面積＋既存面積）を記載すること。 

       ３）代理人による申請の場合は委任状が必要です。 

 

設計者・担当者

の 連 絡 先 

会社名・事務所名 氏    名 電 話 番 号 

○○○○○○会社 ○○ ○○ ○○○―○○○○ 

（表面） 

建築物が複数ある場合は 

本体について記入してください。 

建築確認申請内容と同じ値を 

記入してください。 

建築物が複数ある場合は 

合計の面積を記入してください。 

申請者の押印は不要です。 

ただし、第三者に手続きを委任する場合の 

委任状には押印が必要です。 



 

１．調  書 

 

都 市 計 画 施 設 名 

（市街地開発事業） 

新松戸南部土地区画整理事業 

用 途 地 域 
第一種低層住居専用地域 

建 物 の 用 途 
専用住宅 

工 場 調 書 

工

場

施

設 

作 業 所 の 床 面 積 ㎡ 

原 動 機 馬 力 数 
 

※ 

作 業 内 容 

 

 

２．添 付 図 面 

 

１）位 置 図  申請地が明確に判断できる地図（※１／２，５００地形図推奨） 

 

  ２）配 置 図  敷地内における建築物の位置を表示する図面で、縮尺１／５００以上の

もの。 

同一図面に都市計画施設の区域及び施設名を記入する。 

 

  ３）平 面 図  縮尺１／２００以上の図面 

 

  ４）断 面 図  ２面以上の建築物の断面図で縮尺１／２００以上のもの。 

 

  ５）立 面 図  ２面以上の建築物の立面図で縮尺１／２００以上のもの。 

 

  ６）求 積 図  敷地面積、建築面積、延べ面積  

 

３．提 出 部 数 

 

       正 １通、 副 １通 

 

（例） 

○○○土地区画整理事業 

松戸都市計画道路○・○・○号線 

松戸都市計画公園○・○・○号○○公園 

（裏面） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【問い合わせ先】 

  松戸市 街づくり部 都市計画課 

   受付時間：平日８時３０分から１７時まで（年末年始を除く） 

     〒２７１－８５８８ 松戸市根本３８７番地の５ 

          電話 ０４７－３６６－７３７２ 

          ＦＡＸ ０４７－３６６－１１３２ 


